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お
知
ら
せ

令和 8年度体育施設などの利用申請受付窓口変更のお知らせ
問  教育振興課 文化スポーツ係　☎0952−75−8022

　令和 8年 4月から、体育施設などの利用申請受付窓口・時間が一部変わります。
　※�申請方法については、多久市ホームページの各施設内の「申請手続き」をご覧ください

施設名 受付窓口・時間（令和 8年 4月以降）

多久市陸上競技場、多久市庭球場、多久市アーチェリー場、
多久市野球場、北多久運動広場、多久市体育センター、
北多久社会体育館、緑が丘運動広場、緑が丘社会体育館、
東多久運動広場、東多久社会体育館、東部ふれあい運動広場、
納所運動広場、納所社会体育館、西多久多目的運動広場、
西多久社会体育館、南多久運動広場、南多久社会体育館、
多久市緑が丘弓道場
※施設名が青字のものが変更になります

一般財団法人多久市スポーツ協会
（多久スポーツピアクラブハウス「ゆめひろば」内）
☎︎0952-75-5385　姉0952-75-5507
定休日である月曜日（祝日の場合は翌日）以外の
9時から17時まで

多久市グリーンパーク

株式会社タクア　☎︎0952-20-0525　姉0952-20-2112
定休日である月曜日（祝日の場合は翌日）以外の
　夏期（ ４月〜10月）9時から18時まで
　冬期（11月〜 ３月）9時から17時まで

東部校体育館、東部校運動場、東部校照明施設、
中央校後期体育館、中央校運動場、
西渓校東・西体育館、西渓校東・西運動場、西渓校照明施設

多久市役所 4階　教育振興課 スポーツ振興係
平日の 8時30分から17時15分まで
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1期　日 時　間 場所

4月 3日㈮ 10時00分〜12時00分 多 久 公 民 館
13時30分〜15時30分 東 多 久 公 民 館

4月 6日㈪ 10時00分〜12時00分 多久市中央公民館13時00分〜15時00分


